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小 樽 警 察 署

高齢者の交通事故を
防ぐために（自転車編）
自転車利用者のみなさん、危険です！
自転車利用者のルール違反による事故が

増えています。
そこで、交通事故を防ぐためのポイント

と交通ルールを紹介します。

Point１
交差点では一時停止をして安全を確認しましょう。
Point２
うつむいた姿勢で運転すると、前方の危険を見落とし
やすくなりますので、背筋を伸ばし、顔を前に向け、
周りの状況に目配りしましょう。
Point３
① 車道の左側を通行
② 「止まれ」の標識がある交差点では、必ず一時停止
③ 飲酒運転の禁止
④ 夜間はライトを点灯
⑤ 70歳以上の人は歩道通行可

・ 歩道の車道寄りを徐行
・ 歩行者の通行を妨げる場合は一時停止
  北海道自転車条例（平成30年４月１日施行)

・自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
・事故に備え、自転車損害保険等に加入しましょう


